
  
 

一

 
 

 

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
不
合
理
な
」
を
「
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
」
に
改
め
、
同
条
中
「
賞
与
」
の
下
に
「
、
退
職
手

当
」
を
加
え
、
「
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
」
を
「
そ
の
他
就
業
の
実
態
等
」
に
、
「
不

合
理
と
認
め
ら
れ
る
」
を
「
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
賞
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
で
あ
っ
て
賃
金
の
後
払
又
は
継
続
的
な
勤
務
に
対
す
る
功
労
報
償

の
性
質
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
待
遇
を
当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
分
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
他
就
業
の
実
態
等
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し

て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
勤
続
期
間
」
と
す
る
。 

 
 

第
九
条
中
「
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
慣
行
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
、
当
該
事
業
主
と
の
雇
用
関
係
が
終
了
す
る
ま
で



 

  
 

二

の
全
期
間
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
そ
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
」
の
下
に
「
の
変
更
の
範
囲
」
を
加
え
、
「
同
一
の
範
囲

で
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
」
を
「
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
」
に
改
め
、
「
賞
与
」
の
下
に
「
、
退
職
手
当
」
を
加

え
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
並

び
に
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ

て
考
慮
し
た
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
（
第
八
条
及
び
第
九

条
の
規
定
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
理
由
を
含
む
。
） 

 
 

二 

第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た

っ
て
考
慮
し
た
事
項 

 
 

三 

労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
評
価
等
を
踏
ま
え
た
賃
金
体
系
そ
の
他
の
待
遇
の
決
定
に
関
す
る
基
準
の
う
ち
当
該
短
時

間
・
有
期
雇
用
労
働
者
及
び
対
応
通
常
労
働
者
（
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
職
務
の
内
容
に
対
応
す
る
通
常

の
労
働
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の 



  
 

三

 
 

四 

前
号
の
基
準
に
従
っ
た
当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
及
び
対
応
通
常
労
働
者
の
賃
金
そ
の
他
の
待
遇
の
決
定
の

方
法 

 
 

五 
教
育
訓
練
の
実
施
の
状
況 

 
 

六 

福
利
厚
生
施
設
の
利
用
に
係
る
規
則 

 
 

第
十
四
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

 

３ 

事
業
主
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
と
き
は
、
適
切
な
資
料
を
用
い
て
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
常
の
労
働
者
に
対
す
る
労
働
条
件
の
説
明
に
用
い
た
資
料
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
資
料
を
併
せ
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十

八
号
。
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
条
の
三
の
前
の
見
出
し
中
「
不
合
理
な
」
を
「
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
賞
与
」



 

  
 

四

の
下
に
「
、
退
職
手
当
」
を
加
え
、
「
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
」
を
「
そ
の
他
就
業

の
実
態
等
」
に
、
「
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
」
を
「
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
当
該
労
働

者
派
遣
契
約
及
び
当
該
派
遣
先
に
お
け
る
慣
行
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
、
当
該
派
遣
先
に
お
け
る
派
遣
就
業
が
終
了
す
る

ま
で
の
全
期
間
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
そ
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
」
の
下
に
「
の
変
更
の
範
囲
」
を
加
え
、
「
当
該
派

遣
先
と
の
雇
用
関
係
が
終
了
す
る
ま
で
の
全
期
間
に
お
け
る
」
を
削
り
、
「
同
一
の
範
囲
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
」
を
「
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
」
に
改
め
、
「
賞
与
」
の
下
に
「
、
退
職
手
当
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
賞
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
待
遇
で
あ
つ
て
賃
金
の
後
払
又
は
継
続
的
な
勤
務
に
対
す
る
功
労
報
償

の
性
質
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
待
遇
を
当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
分
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
性
質
を
有
す
る
部
分
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
他
就
業
の
実
態
等
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び
当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し

て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
勤
続
期
間
」
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
中
「
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
」
を
「
そ
の
他
就
業



  
 

五

の
実
態
等
」
に
、
「
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
」
を
「
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
条
の
五
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
中
「
当
該
派
遣
労
働
者
と
第
二
十
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇

の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
第
三
十
条
の
三
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
考
慮
し
た
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

当
該
派
遣
労
働
者
と
第
二
十
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
比
較
対
象
労
働
者
（
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
比
較
対
象
労

働
者
」
と
い
う
。
）
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
（
第
三
十
条
の
三
の
規
定
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と

判
断
し
た
理
由
を
含
む
。
） 

 
 

二 

第
三
十
条
の
三
か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決

定
を
す
る
に
当
た
つ
て
考
慮
し
た
事
項 

 
 

三 

労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
評
価
等
を
踏
ま
え
た
賃
金
体
系
そ
の
他
の
待
遇
の
決
定
に
関
す
る
基
準
の
う
ち
当
該
派
遣

労
働
者
及
び
比
較
対
象
労
働
者
に
係
る
も
の 

 
 

四 

前
号
の
基
準
に
従
つ
た
当
該
派
遣
労
働
者
の
賃
金
そ
の
他
の
待
遇
の
決
定
の
方
法 



 

  
 

六

 
 

五 

派
遣
先
に
お
け
る
教
育
訓
練
の
実
施
の
状
況 

 
 

六 

派
遣
先
に
お
け
る
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
に
係
る
規
則 

 
 

第
三
十
一
条
の
二
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

派
遣
元
事
業
主
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
と
き
は
、
適
切
な
資
料
を
用
い
て
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く

説
明
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
労
働
契
約
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
就
業
の
実
態
に
応
じ
て
」
を
「
労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
適
正
な
評
価
を
踏
ま
え
」
に
改
め
、
「
均

衡
」
の
下
に
「
及
び
均
等
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
そ
の
合
理
性
を
含
め
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
等
に
よ
り
」

を
加
え
る
。 



  
 

七

 
（
労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

雇
用
形
態
に
よ
る
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
の
格
差
の
是
正
は
、
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
の
低
下
に
よ
る
こ
と
な
く
、

通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
待
遇
の
改
善
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
事
業
主
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
の
雇
用
形
態
に
よ
る
格
差
の
是

正
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
の
低
下
に
よ
る
こ
と
な
く
、
通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
待
遇
の

改
善
に
よ
り
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
事
業
主
は
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
及
び
次
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

  
 

八

 
（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

 

一 

派
遣
元
事
業
主
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
派
遣
元
事
業
主
を
い
う
。
）
が
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣

労
働
者
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
）
の
公
正
な
待
遇
を
確
保
す
る
に
当
た
っ
て
、
労
働
者
派
遣
法

第
三
十
条
の
三
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
た
め
の
方
策 

 

二 

労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る

者
の
選
出
に
係
る
手
続
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
を
確
保
す
る
た
め
、
職
務
に
ふ
さ

わ
し
い
待
遇
を
設
定
す
る
た
め
の
職
務
の
価
値
の
評
価
の
方
法
に
関
す
る
調
査
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を

労
働
者
及
び
事
業
主
が
職
務
の
価
値
の
評
価
に
係
る
基
準
の
作
成
、
職
務
の
価
値
の
評
価
に
係
る
紛
争
の
解
決
等
に
当
た
っ

て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 



  
 

九

３ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

の
制
限
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
契
約
が
果
た
す
機
能
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労

働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
四
十
四
条
の
表
中
「
、
第
三
十
条
の
三
第
二
項
」
を
削
る
。 





  
 

一
一

 
 

 
 
 

理 

由 

 

労
働
者
の
雇
用
形
態
に
よ
る
賞
与
、
退
職
手
当
等
の
待
遇
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
及
び
派

遣
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
間
の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
な
い
待
遇
の
相
違
の
禁
止
並
び
に
待
遇
の
相
違
が
合
理
的
と
認
め

ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
の
考
慮
事
項
の
限
定
等
、
事
業
主
に
よ
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
の
強
化
、
労
働
契
約

の
締
結
及
び
変
更
に
当
た
っ
て
労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
評
価
を
踏
ま
え
る
べ
き
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


